
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20181204 株式会社　心流通（法人番号
4030001062636）　代表者斎藤
佑太

埼玉県鴻巣市人形２
－３－５０

本社 埼玉県鴻巣市人形２
－３－５０

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年
5月15日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（2）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（3）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）
（4）事故の未報告（自動車事故報告規則第3条第1項）

10 10

20181204 有限会社　トランスワールド
（法人番号1013402006769）
代表者小高　聡

東京都稲城市押立５
７１－２

本社 東京都稲城市押立５５
２－２－１０２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月13日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（3）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（4）初任運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第13条）（6）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項）

2 2

20181204 光知石巧運輸　株式会社（法
人番号6011801020213）　代表
者福本　憲一

東京都足立区一ツ家
１－２１－７

本店 東京都足立区一ツ家１
－２１－７

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月24日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（3）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）（4）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）（5）整備管理者の研修受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第15条）（6）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）

4 4

20181204 有限会社　阿部商運（法人番
号6070002027905）　代表者阿
部　孝行

群馬県邑楽郡千代田
町大字新福寺２６２
－１

本社 群馬県邑楽郡千代田
町大字新福寺２６２－
１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成29年10月20日及び平成30
年7月3日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）点呼
の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）（7）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）（9）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

11 11

20181204 みつわ運輸　株式会社（法人
番号7070001008500）　代表者
轟　暹、轟　英治

群馬県高崎市片岡町
１－１７－２２

吾妻 群馬県吾妻郡東吾妻
町大字厚田１２６３－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年8月3
日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）（3）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年１２月分）



20181204 昭栄物流　株式会社（法人番
号4021001055614）　代表者仲
谷　武史

神奈川県厚木市妻田
北３－３２－１１

本社 神奈川県厚木市妻田
北３－３２－１１

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月8日及び同年6
月28日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）（9）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）
（10）報告義務違反報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

12 12

20181204 株式会社　Ｍ・Ａ－Ｌｏｇｉ（法人
番号9020001086722）　代表者
田中　満廣

神奈川県横浜市鶴見
区浜町１－５－１５
アドヴァンス鶴見浜
町１０１

本社 神奈川県横浜市鶴見
区浜町１－５－１５　ア
ドヴァンス鶴見浜町１０
１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月12日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（5）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（6）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）運行管理者の講習受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（9）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

8 8

20181204 株式会社　新晃（法人番号
3040001018935）　代表者中井
忍

千葉県船橋市前原西
２－１２－７

八千代 千葉県八千代市大和
田新田７２７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年5月
23日及び同年5月28日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）

8 5

20181207 洗足池運輸　株式会社（法人
番号6010801006180）　代表者
伊藤　剛

東京都大田区上池台
３－１７－１４

埼玉 埼玉県志木市下宗岡
４－１３－１２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成
30年5月17日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）（3）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）（4）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0 0



20181211 株式会社　ＯＡＳＩＳ（法人番号
7070001021073）　代表者ナ
ジャフィ・アリレザ

群馬県邑楽郡大泉町
大字吉田９１０－６

本社 群馬県邑楽郡大泉町
大字吉田９１０－６

輸送施設の使用停止
（105日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年8月9日、同年8月
15日及び同年9月1日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）
乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）（6）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）
（9）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第22条）（10）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）（11）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）（12）報告義務違反報
告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

11 11

20181217 株式会社　久留生商事運輸
（法人番号6060001012132）
代表者久留米　正人

栃木県那須塩原市二
区町３４１－５５

本社 栃木県那須塩原市二
区町３４１－５５

事業停止（30日間）
輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年5月29日及び同年6月15日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（5）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（6）
運行指示書による指示義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3）（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）（8）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（9）高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（10）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）
（11）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項）（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

35 35

茨城支店 茨城県鹿嶋市大字長
栖１８７９－３９５

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月16日及び同年10月
4日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行管理者に対す
る指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）（4）運
行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第
3項）（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7

船橋 千葉県船橋市高瀬町
１１－７

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月22日及び同年10月
9日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）交代運転者の
配置義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第7項）（3）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）（5）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）（6）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項）（7）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）

10

20181218 関東西部運輸　株式会社（法
人番号7040001071154）　代表
者田口　哲士

千葉県野田市木野崎
１７８７－５８

事業停止（3日間）
※本社営業所及び川
口営業所について
は、一の管轄区域に
係る累積点数が５１
点以上８０点以下と
なることによる事業停
止

73



栃木支店 栃木県矢板市こぶし台
６－２

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月30日及び同年10月
10日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行管理者に
対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）
（4）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）（5）
事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

6

埼玉支店 埼玉県本庄市いまい
台２－９８－２

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月6日及び同年10月
10日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（4）整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）（5）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）

7

神奈川 神奈川県綾瀬市小園
字北原１１４２－２

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月7日及び同年10月9
日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（4）運行管理
者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条）（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

6

本社 千葉県野田市木野埼
１７８７－５８

37

川口 埼玉県川口市差間１
－２２－１

0

20181225 武州運輸　株式会社（法人番
号4030001018159）　代表者根
本　薫

埼玉県さいたま市岩
槻区城町２－８－３９

本社 埼玉県さいたま市岩槻
区城町２－８－３９

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年
8月3日、監査を実施。　3件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

関東西部運輸　株式会社（法
人番号7040001071154）　代表
者田口　哲士

千葉県野田市木野崎
１７８７－５８

事業停止（3日間）
※本社営業所及び川
口営業所について
は、一の管轄区域に
係る累積点数が５１
点以上８０点以下と
なることによる事業停
止

7320181218


